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新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
皆
様
に
は
、
健
や
か
に
新
春

を
お
迎
え
の
こ
と
と
お
喜
び
申
し
上
げ

ま
す
。

　

日
頃
よ
り
農
業
委
員
会
の
活
動
に
ご

支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
深
く
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

　

長
引
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
の
終
息
は
今
も
な
お
見
通
せ
ず
、

異
常
気
象
に
よ
る
自
然
災
害
な
ど
農
業

分
野
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し

た
。ま
た
令
和
３
年
産
米
に
お
い
て
は
、

外
食
需
要
の
減
少
な
ど
の
需
給
緩
和
に

よ
り
価
格
の
大
幅
な
下
落
と
な
り
、
経

営
継
続
の
危
機
も
懸
念
さ
れ
早
急
な
対

策
が
急
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

農
業
者
の
高
齢
化
や
耕
作
放
棄
地
の

増
加
、
担
い
手
の
育
成
・
確
保
が
急
務

で
あ
る
中
で
、
気
候
変
動
へ
の
対
応
や

地
球
環
境
に
配
慮
し
た
食
料
生
産
へ
の

対
応
も
必
要
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
農
業
者
の
所

得
を
増
や
し
経
営
基
盤
を
強
化
す
る
と

と
も
に
、
持
続
可
能
な
地
域
農
業
を
構

築
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

鳥
取
市
農
業
委
員
会

で
は
、
毎
年
農
地
利
用

状
況
調
査
（
農
地
パ
ト

ロ
ー
ル
）
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
中
山
間
地
域

の
耕
作
不
利
な
地
域
で
は
担
い
手
不
足

で
管
理
が
難
し
く
な
り
有
害
鳥
獣
に
よ

る
被
害
が
拡
大
す
る
な
ど
、
農
業
者
の

離
農
に
も
つ
な
が
る
深
刻
な
状
況
に
あ

り
ま
す
。

　

農
地
の
遊
休
化
が
増
加
す
る
中
、
大

切
な
食
料
生
産
基
盤
で
あ
り
、
災
害
か

ら
国
土
を
守
る
な
ど
多
面
的
機
能
を
持

つ
農
地
を
守
る
た
め
、
農
業
委
員
会
は
、

農
地
利
用
の
最
適
化
を
掲
げ
、『
担
い
手

へ
の
農
地
利
用
の
集
積
・
集
約
化
』『
遊

休
農
地
の
発
生
防
止
・
解
消
』『
新
規
参

入
の
促
進
』
の
目
標
を
設
定
し
、
農
業

委
員
と
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
が

一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

引
き
続
き
農
業
従
事
者
の
皆
様
に
寄

り
添
い
な
が
ら
、
関
係
機
関
と
連
携
し

本
市
農
業
の
発
展
に
寄
与
す
べ
く
邁
進

し
て
ま
い
り
ま
す
。
今
後
と
も
ご
支
援

と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　

新
し
い
年
が
、
皆
様
に
と
っ
て
実
り

多
き
年
に
な
り
ま
す
よ
う
、
心
か
ら
祈

念
申
し
上
げ
、
年
頭
の
あ
い
さ
つ
と
い

た
し
ま
す
。

　

農
業
委
員
会
で
は
、
７
月
か
ら
11
月

に
か
け
て
農
業
委
員
と
農
地
利
用
最
適

化
推
進
委
員
が
遊
休
農
地
を
中
心
に
利

用
状
況
調
査
（
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
）
を

行
い
ま
し
た
。

　

今
年
度
確
認
し
た
再
生
可
能
な
遊
休

農
地
の
所
有
者
に
は
、
令
和
４
年
１
月

中
旬
頃
に
「
利
用
意
向
調
査
」
を
発
送

し
ま
す
。「
利
用
意
向
調
査
」
に
は
所

有
者
等
の
皆
さ
ま
が
今
後
、
農
地
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
な
意
向
を
お
持
ち
な
の

か
確
認
す
る
も
の
に
な
り
ま
す
。
回
答

い
た
だ
い
た
内
容
を
踏
ま
え
、
農
地
の

貸
し
付
け
や
斡
旋
な
ど
農
地
の
有
効
利

用
を
進
め
て
行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

調
査
書
が
届
い
た
場
合
は
、
添
付
の

資
料
を
ご
確
認
の
上
、
回
答
に
御
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

遊
休
農
地
を
放
置
し
て
お
く
と

様
々
な
問
題
が
発
生
し
ま
す
。

・
雑
草
の
繁
茂
や
病
害
虫
の
発
生
、
ま

た
有
害
鳥
獣
の
温
床
と
な
り
ま
す
。

・
ゴ
ミ
や
産
業
廃
棄
物
等
の
不
法
投
棄

を
招
き
ま
す
。

・
周
辺
農
地
や
生
活
環
境
へ
の
悪
影
響

を
及
ぼ
し
ま
す
。

・
雑
草
の
繁
茂
に
よ
り
交
通
等
へ
の
悪

影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　

農
地
が
一
旦
、
遊
休
農
地
化
し
て
し

ま
う
と
、
元
の
状
態
に
戻
す
の
に
大
変

な
時
間
と
お
金
が
か
か
り
ま
す
の
で
、

日
頃
か
ら
除
草
・
耕
う
ん
・
作
付
け
な

ど
、
農
地
を
適
正
に
維
持
管
理
し
ま

し
ょ
う
。

農
業
者
年
金
受
給
者
の
方
へ

○
受
給
者
の
住
所
変
更
や
死
亡
の
際
は

速
や
か
に
届
け
出
ま
し
ょ
う
。

 

転
居
等
に
よ
り
住
所
が
変
わ
っ
た
場

合
や
年
金
を
受
け
取
る
金
融
機
関
を
変

更
す
る
場
合
は
、
Ｊ
Ａ
又
は
農
業
委
員

会
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

受
給
者
の
方
が
死
亡
し
た
場
合
、
遺

族
の
方
が
速
や
か
に
死
亡
届
を
Ｊ
Ａ
に

提
出
し
て
下
さ
い
。
死
亡
届
の
提
出
が

遅
れ
る
と
過
払
い
と
な
っ
た
年
金
の
返

納
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
経
営
移
譲
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る

方
へ

　

農
地
の
賃
借
の
相
手
方
の
変
更
や
農

地
の
転
用
な
ど
の
予
定
が
あ
る
と
き
は

必
ず
農
業
委
員
会
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

※
農
業
者
年
金
が
減
額
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

利
用
状
況
調
査
（
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
）
を
実
施
し
ま
し
た

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

鳥
取
市
農
業
委
員
会
会
長

濱
　
田
　
　
　
香
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農
業
委
員
会
は
、
農
地
等
の
最
適
化

の
推
進
を
よ
り
効
率
的
に
実
施
す
る
た

め
、
令
和
３
年
11
月
26
日
、
田
中
英
利

市
農
林
水
産
部
長
に
、「
農
地
等
利
用

最
適
化
推
進
施
策
の
改
善
に
つ
い
て
の

意
見
書
」
を
提
出
し
ま
し
た
。

　

こ
の
意
見
書
は
、
農
業
委
員
会
等
に

関
す
る
法
律
、
第
38
条
に
基
づ
い
て
提

出
す
る
も
の
に
な
り
ま
す
。

　

内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

１　

有
害
鳥
獣
対
策
（
遊
休
農
地
の
発

生
防
止
・
解
消
）
に
つ
い
て

　

農
業
者
に
お
い
て
鳥
獣
に
よ
る
被
害

へ
の
対
策
は
金
銭
的
、
肉
体
的
な
負
担

が
大
き
く
苦
慮
し
て
い
る
状
況
で
す
。

特
に
近
年
、
イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ
・
サ
ル

の
被
害
が
顕
著
に
な
り
、
農
業
者
の
生

産
意
欲
の
減
退
に
も
つ
な
が
り
、
耕
作

放
棄
地
増
加
の
要
因
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

被
害
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
柵
設
置

や
捕
獲
体
制
な
ど
へ
の
被
害
実
態
に

即
し
た
支
援
の
拡
充
は
勿
論
で
す
が
、

メ
ッ
シ
ュ
柵
を
設
置
す
る
際
、
更
新
時

の
補
助
が
な
く
、
農
業
者
の
負
担
が
大

き
く
、
耕
作
放
棄
地
の
増
加
に
も
繋
が

る
た
め
、
更
新
時
の
支
援
を
お
願
い
し

ま
す
。
さ
ら
に
、
個
体
数
を
削
減
さ
せ

る
こ
と
も
重
要
で
す
。
鳥
獣
捕
獲
対
策

に
取
り
組
み
、
捕
獲
者
の
育
成
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
農
地
へ
の
収
穫
物
の
投
棄
、

放
任
果
樹
等
の
撤
去
な
ど
の
啓
発
活
動

を
行
う
な
ど
、
被
害
を
未
然
に
防
ぐ
努

力
を
求
め
ま
す
。

２　

新
規
参
入
の
促
進
に
つ
い
て

　

本
市
で
も
農
業
者
の
高
齢
化
が
進
ん

で
お
り
、
新
た
な
担
い
手
確
保
が
喫
緊

の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

農
業
に
関
心
の
あ
る
農
業
大
学
や
大
学

の
農
学
部
、
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
し
て
農
業

者
を
目
指
す
人
や
定
年
後
に
農
業
を
開

始
さ
れ
る
や
る
気
の
あ
る
者
な
ど
に
対

し
Ｐ
Ｒ
で
き
る
よ
う
な
魅
力
と
所
得
が

得
ら
れ
る
作
物
の
検
討
と
研
修
制
度
の

充
実
、
新
規
就
農
者
に
対
す
る
手
厚
い

支
援
（
地
域
の
サ
ポ
ー
ト
）
の
検
討
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
本
市
が
推
進
し
て
い
る
ス

マ
ー
ト
農
業
は
担
い
手
農
家
だ
け
で
な

く
、
新
規
参
入
者
も
労
力
軽
減
等
に
も

つ
な
が
り
参
入
し
や
す
く
な
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
、
ス
マ
ー
ト
農
業
の
普
及

と
整
備
に
対
す
る
支
援
を
お
願
い
し
ま

す
。

３　

担
い
手
へ
の
農
地
利
用
の
集
積
・

集
約
化
・
農
地
の
維
持
に
つ
い
て

　

本
市
で
は
圃
場
整
備
が
完
了
し
て
か

ら
長
い
年
月
を
経
た
農
地
が
多
く
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
農
地
に
付
随
し
た
農
道

や
水
路
等
の
経
年
劣
化
や
農
業
用
機
械

の
大
型
化
に
伴
い
補
修
や
再
整
備
の
必

要
な
農
道
や
水
路
等
が
多
数
点
在
し
て

い
ま
す
。
営
農
を
行
う
上
で
、
生
産
基

盤
と
な
る
農
地
の
整
備
が
重
要
な
こ
と

は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
農
地

の
集
積
・
集
約
化
に
伴
い
柔
軟
な
対
応

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
近
年
、
豪
雨
災
害
が
各
地
で

発
生
し
て
い
ま
す
。
災
害
を
未
然
に
防

ぐ
た
め
に
も
、
農
地
の
維
持
は
重
要
で

す
。
農
地
の
水
路
等
の
維
持
を
個
々
の

農
家
で
対
応
す
る
の
で
は
な
く
、
農
地

の
実
情
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
国
、
県

市
町
村
で
検
討
し
、営
農
環
境
の
充
実
・

向
上
を
図
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

４　

農
業
委
員
会
事
務
局
の
体
制
整
備

に
つ
い
て

　

平
成
28
年
度
の
制
度
改
正
に
よ
り
、

48
人
だ
っ
た
農
業
委
員
は
農
業
委
員
24

人
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
48
人

に
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
農
地
利

用
最
適
化
の
推
進
が
農
業
委
員
会
の
必

須
業
務
と
な
り
、
サ
ポ
ー
ト
す
る
事
務

局
体
制
が
重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、農
業
委
員
会
事
務
局
の
人
員
は
、

平
成
29
年
か
ら
１
名
減
と
な
っ
て
い
ま

す
。
業
務
の
充
実
と
農
地
利
用
の
最
適

化
を
推
進
す
る
た
め
の
人
員
の
増
員
を

求
め
ま
す
。

相
続
税
等
納
税
猶
予
を

受
け
て
い
る
方
へ

　

相
続
税
等
納
税
猶
予
を
受
け
た
農
地

が
営
農
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
納
税

猶
予
が
打
ち
切
ら
れ
、
猶
予
さ
れ
て
い

た
税
と
と
も
に
そ
の
期
間
の
利
子
税
も

合
わ
せ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
り
ま
す
。

　

雑
草
が
繁
茂
し
て
い
る
場
合
は
も
ち

ろ
ん
、
農
作
物
の
栽
培
形
跡
が
見
ら
れ

な
い
場
合
も
営
農
し
て
い
る
と
は
み
な

さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
十
分
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

「
令
和
３
年
度
農
地
等
利
用
最
適
化
推
進
施
策
の

改
善
に
つ
い
て
の
意
見
書
」
を
提
出
し
ま
し
た
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自
治
功
労
表
彰
を
受
賞

　

鳥
取
市
制
施
行
１
３
２
周
年
記
念
式

典
が
10
月
１
日
、
さ
ざ
ん
か
会
館
で
開

催
さ
れ
、

濱
田　

香 

会
長
（
修
立
・
日
進
・
明
徳
・

富
桑
・
城
北
・
浜
坂
）

田
渕　

緑 

職
務
代
理
（
八
上
・
西
郷
）

建
部
憲
二 

委
員
（
神
戸
【
中
砂
見
・

下
砂
見
】・
大
和
）

猪
口　

実 

委
員
（
散
岐
）

の
４
名
が
自
治
功
労
表
彰
を
受
賞
さ
れ

ま
し
た
。

　

こ
の
自
治
功
労
表
彰
は
、
多
年
に
わ

た
り
市
政
に
功
労
し
た
功
績
に
対
し
贈

ら
れ
た
も
の
で
、
４
名
と
も
10
年
以
上

農
業
委
員
と
し
て
活
動
し
て
き
ま
し
た
。

（
氏
名
の
下
は
現
在
の
担
当
区
域
で
す
。）

農
地
ナ
ビ
研
修
を
実
施
し
ま
し
た

　

12
月
９
日
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進

委
員
の
山
本
暁
子
氏
を
講
師
に
農
業
委

員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
が
全

国
農
地
ナ
ビ
の
研
修
を
行
い
ま
し
た
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
使

用
し
、
農
地
ナ
ビ
の
操
作
方
法
を
学
び

ま
し
た
。
今
後
の
農
地
の
集
積
・
集
約

化
を
実
施
す
る
話
し
合
い
の
中
で
、
役

立
つ
こ
と
と
思
い
ま
す
。

（
全
国
農
地
ナ
ビ
【
農
地
情
報
公
開
シ

ス
テ
ム
】
は
市
町
村
お
よ
び
農
業
委
員

会
が
整
備
し
て
い
る
農
地
台
帳
お
よ
び

農
地
に
関
す
る
地
図
に
つ
い
て
全
国
農

業
会
議
所
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公

表
す
る
サ
イ
ト
で
す
。）

　認定農業者など地域農業の担い手である農業経営主が、将来、経営を移譲する親
元就農者に行う、栽培技術や農業経営ノウハウなどの技術習得研修（年間 150 日以
上かつ年間 1200 時間以上）に対し交付します。

【交付金の額】
月額 10 万円（最長２年間）

【農業経営主の要件】
　「認定農業者」又は「人・農地プランに地域の中心経営体として位置付けられて
いる者」など

【研修を受ける親元就農者の要件】
次のすべての要件を満たしていること。
①申請時の年齢が 55 歳未満の者
②農業経営主の親族（３親等以内の子、孫、甥、姪など）で、申請日から起算
して１年前の日以降に親元就農し、将来その経営を継承する予定の者

③親元就農研修開始５年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を
受ける予定の者

　また、農業経営主と親元就農者との間で、家族経営協定を締結することが必要
となります。
　事業の詳細については、気軽に担当部署にお尋ねください。

【問い合わせ先】◆農政企画課 担い手支援係　TEL 0857－30－8305

親元での就農を支援します。親元での就農を支援します。
【鳥取市親元就農促進支援交付金事業】【鳥取市親元就農促進支援交付金事業】
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Ｑ：耕作目的で農地を買う場合、何か要件はありますか？

Ａ：耕作目的で農地を買う場合には農地法第３条の許可が必要となりますが、次
のいずれかに該当する場合は、許可できません。

（１）権利を取得しようとする者（その世帯員等を含む）が、権利取得後におい
て農業経営に供すべき農地のすべてについて、効率的に耕作すると認められ
ない場合

（２）農業生産法人以外の法人が、権利を取得しようとする場合
（３）信託の引き受けにより権利が取得される場合
（４）権利を取得しようとする者（その世帯員等を含む）が、農業経営に必要な

農作業に常時従事すると認められない場合
（５）権利取得後の経営面積が、鳥取市農業委員会で定めた（＊2）下限面積未満の

場合
（６）所有権以外の権限に基づいて耕作の事業を行う者が、その土地を貸し付け、

または、質入れしようとする場合
（７）取得後に行う耕作等が、農地等の位置、規模からみて、農地の集団化、農

作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的
な利用に支障が生ずる恐れがあると認められる場合

(＊2) 下限面積（別段面積）は地域により異なります。
詳しくは鳥取市ホームページまたは鳥取市農業委員会（各総合支所産業建設課）まで
お問い合わせください。

Ｑ：市街化区域内の農地を耕作目的で買ったり借りたりする場合にも農地法
の許可が必要でしょうか？

Ａ：市街化区域内の農地であっても農地法第３条の許可が必要です。

Ｑ：山奥にある墓を所有する農地に移転するのにどんな手続きが必要ですか？

Ａ：農地法第４条の許可が必要となります。すべてが該当になるわけではないの
で、事前にお問い合わせください。

Ｑ：農地を相続する場合には農地法の許可が必要ですか？

Ａ：農地法第３条の許可は必要ありませんが、農地を相続した場合は農業委員会
への届出が必要です。

※転用手続きについて
　申請の締め切りは毎月 20日です。

農地に関するＱ＆Ａ農地に関するＱ＆Ａ
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農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
見
直
し

　

鳥
取
市
は
、「
鳥
取
農
業
振
興
地
域

整
備
計
画
」
の
中
で
、
今
後
も
優
良
農

地
と
し
て
守
っ
て
い
く
べ
き
区
域
と
し

て
「
農
用
地
区
域
」
を
定
め
て
い
ま
す
。

こ
の
計
画
は
概
ね
５
年
ご
と
に
見
直
す

こ
と
が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
今
年
度
、
計
画
の
見
直
し
作
業

を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
現

在
、
農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
等
に
係

る
届
け
出
の
受
付
を
停
止
し
て
い
ま

す
。
な
お
、
次
回
受
付
開
始
は
５
月
８

日
か
ら
と
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

農
政
企
画
課　

農
政
係

☎
３
０
│
８
３
０
２

有
害
鳥
獣
対
策

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

鳥
獣
管
理
士　

山
本
暁
子

動
物
か
ら
田
畑
を
守
る

　

有
害
鳥
獣
の
被
害
を
根
本
的
に
解
決

す
る
に
は
、
次
の
３
本
柱
に
よ
る
地
域

ぐ
る
み
の
対
策
が
必
要
で
す
。

①
有
害
鳥
獣
の
数
を
減
ら
す

②
動
物
か
ら
土
地
を
守
る

③
動
物
が
近
づ
か
な
い
環
境
に
す
る

　

前
号
で
は
、
①
に
つ
い
て
お
話
し
ま

し
た
。

　

今
回
は「
②
動
物
か
ら
土
地
を
守
る
」

に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
す
。

守
る
＝
防
護
柵
の
設
置

　

侵
入
防
止
柵
の
設
置
は
、
比
較
的
安

価
で
効
果
的
な
防
護
方
法
で
す
。た
だ
、

間
違
っ
た
方
法
で
設
置
し
た
り
、
維
持

管
理
を
し
な
い
と
、
効
果
を
発
揮
し
な

く
な
り
ま
す
。

▼
侵
入
防
止
柵
の
種
類

　

現
在
、
多
種
多
様
な
柵
が
販
売
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
侵
入
防
止
柵
は
「
物
理

柵
と
心
理
柵
」
の
２

つ
に
大
別
さ
れ
ま
す
。

　

物
理
柵
と
は
、
ワ

イ
ヤ
ー
メ
ッ
シ
ュ
や

ネ
ッ
ト
柵
、
ト
タ
ン

な
ど
の
こ
と
。
強
度

と
高
さ
が
必
要
な
の

で
、
設
置
が
大
変
で

コ
ス
ト
も
か
か
り
ま

す
が
、
こ
ま
め
な
管

理
は
不
要
で
す
。

　

心
理
柵
は
、
電
気

柵
が
代
表
例
。「
電
気
柵
は
痛
い
」
と

動
物
に
学
習
さ
せ
、
近
寄
ら
せ
な
い
よ

う
に
し
ま
す
。
設
置
が
簡
単
で
安
価
で

す
が
、
漏
電
を
防
ぐ
た
め
に
定
期
的
に

草
刈
を
す
る
等
の
こ
ま
め
な
管
理
が
必

要
で
す
。

　

獣
種
に
よ
っ
て
効
果
的
な
柵
の
種
類

や
設
置
方
法
が
あ
り
ま
す
。
予
算
や
労

力
に
応
じ
て
適
切
な
柵
を
選
択
し
ま

し
ょ
う
。

▼
集
団
的
な
柵
整
備
が
効
果
的

　

動
物
の
活
動
ゾ
ー
ン
と
人
間
の
活
動

ゾ
ー
ン
を
し
っ
か
り
分
け
る
こ
と
で
、

よ
り
効
果
的
に
防
除
が
で
き
ま
す
。
そ

の
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
田
畑
ご
と

に
ポ
ツ
ポ
ツ
と
柵
を
設
置
す
る
の
で
は

な
く
、
田
畑
一
帯
を
大
き
く
囲
う
よ
う

に
設
置
す
る
の
が
効
果
的
で
す
。
集
落

単
位
や
農
地
に
関
わ
っ
て
い
る
人
た
ち

全
員
で
話
し
合
い
、
設
置
計
画
を
立
て

る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。「
設
置

費
用
が
・
・
・
」
と
い
う
方
は
、
鳥
獣

被
害
防
止
総
合
対
策
交
付
金
等
の
制
度

の
活
用
も
ご
検
討
下
さ
い
。

▼
設
置
は
被
害
に
遭
う
前
に

　

侵
入
防
止
柵
は
被
害
が
出
る
前
に
設

置
す
る
の
が
効
果
的
で
す
。
今
被
害
に

あ
っ
て
い
な
く
て
も
、
近
隣
で
被
害
が
あ

る
場
合
は
、
早
目
に
設
置
し
ま
し
ょ
う
。

　

動
物
が
「
こ
こ
は
安
全
に
美
味
し
い

も
の
が
食
べ
ら
れ
た
場
所
だ
ぞ
」
と
一

度
記
憶
す
る
と
、
無
理
や
り
に
で
も
柵
を

超
え
て
入
っ
て
来
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

▼
正
し
く
設
置
、
定
期
的
な
点
検

　
「
せ
っ
か
く
柵
を
設
置
し
た
の
に
、

動
物
に
入
ら
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う

ケ
ー
ス
も
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
侵
入
防

止
柵
は
正
し
く
設
置
を
し
、
定
期
的
な

点
検
を
行
わ
な
い
と
十
分
な
効
果
が
得

ら
れ
ま
せ
ん
。

　

鳥
取
県
に
は
「
鳥
獣
対
策 

虎
の
巻
」

や
「
柵
設
置
・
点
検
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
が

用
意
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
是
非
ご
一

読
下
さ
い
。

編
集
後
記

　

農
家
相
談
会
を
11
月
に
市
内
各
地
の
Ｊ
Ａ

支
店
や
総
合
支
所
で
行
っ
た
。
関
係
者
の
皆

さ
ま
、御
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

相
談
内
容
は
様
々
で
し
た
が
、
農
地
の
保
全

や
耕
作
者
探
し
の
相
談
が
多
か
っ
た
。
す
ぐ

答
え
が
出
せ
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
来

年
以
降
ま
す
ま
す
増
加
す
る
と
思
わ
れ
た
。

こ
れ
を
解
消
す
る
一
つ
の
手
段
と
し
て「
人
・

農
地
プ
ラ
ン
」
の
話
合
い
が
あ
る
。
将
来
の

地
域
の
「
担
い
手
」
と
「
農
地
」
に
つ
い
て

改
め
て
話
し
合
う
必
要
が
強
く
感
じ
ら
れ

た
。
来
年
こ
そ
コ
ロ
ナ
が
収
ま
り
平
和
な
一

年
と
な
り
ま
す
よ
う
に
。　
　
　
　
　
（
Ｔ
）

農地を活かし  担い手を応援する

毎月４回金曜日発行（月額 700円）
「全国農業新聞」は全国農業会議所
が発行する農業委員会系統組織の
情報紙です。
◎購読申込：農業委員会事務局に
お問い合わせください。


